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　令和2年4月分から令和3年3月分までの国民年金保険料は、月額16,540円です。
　保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで
納めることができます。
　また、クレジットカードやインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあり
ます。
　日本年金機構では、保険料を納付期限までに納めていただけない方に対し、電話・文書・訪問により
早期に納めていただくよう案内をおこなっています。
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度がありますので、市
役所医療保険課または水戸北年金事務所へご相談ください。

　本市では、市内経済および市民生活の安定化を図るため、市内の施工業者によって、個人住宅のリ
フォーム工事を行う市民に対する補助制度を、昨年度に引き続き実施しています。

○リフォーム工事の定義
　リフォーム工事とは、住宅の修繕、改築、増築、模様替え、耐震工事等（火災、風水害、震災、その
他の自然災害による場合を除く）

※東日本大震災による修繕工事は対象となりません。
○補助対象住宅
　・市民が市内に所有する個人住宅
　・市民が市内に所有する併用住宅のうち個人住宅部分
○補助対象工事（次のすべてに該当）
　・着工前のリフォーム工事
　・消費税を除いた工事費が20万円以上
　・市内に住所および事業所を有する個人事業主または市内に本店を有する法人が行う工事
　・4月1日以降の交付決定後に着工し、翌年3月末日までに完了し、かつ、実績報告書を提出すること

ができる工事
○補助額
　・20万円以上100万円未満の工事・・・10%以内の額（千円未満切り捨て）
　・100万円以上の工事・・・10万円以内
○補助対象者（次のすべてに該当）
　・市内に住所を有する方
　・補助対象住宅に3年以上居住していること
　・補助対象住宅の所有者であること
　・市税等を滞納していないこと
　・過去にこの補助を受けていないこと
　・市で実施している他の同様の補助を受けていないこと
○申請手続
　補助金申請書に記入・押印し、必要書類を添え、申請者または代理人が、本庁商工観光課へ提出して
ください。
※申請は必ず着工前に行ってください。（着工後の申請は受付けできません）
※工事終了後、補助事業が完了した日から起算して20日以内、または翌年3月末日までのいずれか早い

日までに、添付書類を添えて実績報告書を提出していただきます。

国民年金保険料の納付期限について

令和2年度常陸大宮市住宅リフォーム資金補助金制度について

問　　　   医療保険課医療・年金Ｇ　☎52-1111　内線166
日本年金機構水戸北年金事務所国民年金課　☎029-231-2283

本庁

問　　　   商工観光課商工労働Ｇ　☎52-1111　内線274本庁


